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議事日程 

      第１ 諸般の報告 

      第２ 会議録署名議員の指名 

      第３ 会期の決定 

      第４ 議第９７号から議第１６１号まで一括上程 

         （野洲市市民サービスセンター条例 他６４件） 

          提案理由説明 

市長提出議案 

      議第 ９７号 野洲市市民サービスセンター条例 

      議第 ９８号 野洲市住民投票条例 

      議第 ９９号 野洲市コミュニティバスの運行に関する条例 

      議第１００号 野洲市路上喫煙等の防止に関する条例 

      議第１０１号 野洲市役所の名称及び位置を定める条例の一部を改正する条

例 

      議第１０２号 野洲市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例 

      議第１０３号 野洲市使用料条例の一部を改正する条例 

      議第１０４号 野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例の一

部を改正する条例 

      議第１０５号 野洲市文化ホール条例の一部を改正する条例 

      議第１０６号 野洲市図書館条例の一部を改正する条例 

      議第１０７号 野洲市地域福祉センター条例の一部を改正する条例 

      議第１０８号 野洲市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

      議第１０９号 野洲市保健センター条例の一部を改正する条例 

      議第１１０号 野洲市公民館条例を廃止する条例 

      議第１１１号 野洲市デイサービスセンター条例を廃止する条例 

      議第１１２号 野洲市母子健康センター条例を廃止する条例 

      議第１１３号 野洲市老人福祉センター条例を廃止する条例 

      議第１１４号 野洲市敬老祝金条例を廃止する条例 

      議第１１５号 野洲市障害者共同作業所条例を廃止する条例 
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      議第１１６号 平成２１年度野洲市一般会計補正予算（第７号） 

      議第１１７号 平成２１年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号） 

      議第１１８号 平成２１年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

      議第１１９号 平成２１年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

      議第１２０号 平成２１年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

      議第１２１号 平成２１年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号） 

      議第１２２号 財産の取得について(消防ポンプ自動車) 

      議第１２３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュ

ニティセンターぎおう） 

      議第１２４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュ

ニティセンターしのはら） 

      議第１２５号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュ

ニティセンターみかみ） 

      議第１２６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュ

ニティセンターきたの） 

      議第１２７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュ

ニティセンターやす） 

      議第１２８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュ

ニティセンターなかさと） 

      議第１２９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュ

ニティセンターひょうず） 

      議第１３０号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（中主こ

どもの家ほか） 

      議第１３１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（比江老

人憩の家） 

      議第１３２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（木部老

人憩の家） 

      議第１３３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（井口老
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人憩の家） 

      議第１３４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（吉川老

人憩の家） 

      議第１３５号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（西河原

老人憩の家） 

      議第１３６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野田老

人憩の家） 

      議第１３７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（安治老

人憩の家） 

      議第１３８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（比留田

老人憩の家） 

      議第１３９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（六条老

人憩の家） 

      議第１４０号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（八夫老

人憩の家） 

      議第１４１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江

老人憩の家） 

      議第１４２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江

集会所） 

      議第１４３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

野洲川河川公園） 

      議第１４４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

三上集楽センター） 

      議第１４５号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江

農機具保管庫ほか） 

      議第１４６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（菖蒲漁

港ほか） 

      議第１４７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

大型共同作業所） 

      議第１４８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市
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シルバーワークプラザ中主ほか） 

      議第１４９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲文

化ホールほか） 

      議第１５０号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

総合体育館） 

      議第１５１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

中主Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

      議第１５２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

市民グラウンド） 

      議第１５３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

体育センター） 

      議第１５４号 市道路線の認定及び廃止について 

      議第１５５号 滋賀県市町土地開発公社定款の変更について 

      議第１５６号 滋賀県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び滋賀県自治会館管理組合規約の変更について 

      議第１５７号 滋賀県市町村職員研修センターを組織する地方公共団体の数

の減少及び滋賀県市町村職員研修センター規約の変更につい

て 

      議第１５８号 滋賀県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更につい

て 

      議第１５９号 大津湖南地域広域市町村圏協議会の廃止について 

      議第１６０号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

      議第１６１号 野洲市北桜財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについて 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（鈴木市朗君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 
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 ただいまの出席議員は２０名であります。定足数に達しておりますので、平成２１年第

８回野洲市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 （日程第１） 

○議長（鈴木市朗君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２０名、全員であります。 

 次に、本日の議事日程は既に配付済みの議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元に配付しており

ますので、ご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（鈴木市朗君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により第５番、内田聡史君、第６番、奥

村治男君を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（鈴木市朗君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月２２日までの２０日間にいたしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木市朗君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月２２日ま

での２０日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、配付済みの会期日程のとおりでありますので、

ご了承願います。 

 （日程第４） 

○議長（鈴木市朗君） 日程第４、議第９７号から議第１６１号まで（野洲市市民サービ

スセンター条例他６４件）を一括議題といたします。 

 事務局に議件を朗読させます。 

○事務局長（田中正二君） 皆さん、おはようございます。それでは、議件を朗読させて

いただきます。 

 議第９７号野洲市市民サービスセンター条例、議第９８号野洲市住民投票条例、議第９
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９号野洲市コミュニティバスの運行に関する条例、議第１００号野洲市路上喫煙等の防止

に関する条例、議第１０１号野洲市役所の名称及び位置を定める条例の一部を改正する条

例、議第１０２号野洲市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条

例、議第１０３号野洲市使用料条例の一部を改正する条例、議第１０４号野洲市重要な公

の施設の廃止又は独占利用に関する条例の一部を改正する条例、議第１０５号野洲市文化

ホール条例の一部を改正する条例、議第１０６号野洲市図書館条例の一部を改正する条例、

議第１０７号野洲市地域福祉センター条例の一部を改正する条例、議第１０８号野洲市コ

ミュニティセンター条例の一部を改正する条例、議第１０９号野洲市保健センター条例の

一部を改正する条例、議第１１０号野洲市公民館条例を廃止する条例、議第１１１号野洲

市デイサービスセンター条例を廃止する条例、議第１１２号野洲市母子健康センター条例

を廃止する条例、議第１１３号野洲市老人福祉センター条例を廃止する条例、議第１１４

号野洲市敬老祝金条例を廃止する条例、議第１１５号野洲市障害者共同作業所条例を廃止

する条例、議第１１６号平成２１年度野洲市一般会計補正予算（第７号）、議第１１７号平

成２１年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）、議第１１８号平成２１年

度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、議第１１９号平成２１年度野洲市介

護保健事業特別会計補正予算（第２号）、議第１２０号平成２１年度野洲市下水道事業特別

会計補正予算（第２号）、議第１２１号平成２１年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号）、

議第１２２号財産の取得について（消防ポンプ自動車）、議第１２３号指定管理者の指定に

つき議決を求めることについて（コミュニティセンターぎおう）、議第１２４号指定管理者

の指定につき議決を求めることについて（コミュニティセンターしのはら）、議第１２５号

指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュニティセンターみかみ）、議第

１２６号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュニティセンターきた

の）、議第１２７号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュニティセン

ターやす）、議第１２８号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（コミュニテ

ィセンターなかさと）、議第１２９号指定管理者の指定につき議決を求めることについて

（コミュニティセンターひょうず）、議第１３０号指定管理者の指定につき議決を求めるこ

とについて（中主こどもの家ほか）、議第１３１号指定管理者の指定につき議決を求めるこ

とについて（比江老人憩の家）、議第１３２号指定管理者の指定につき議決を求めることに

ついて（木部老人憩の家）、議第１３３号指定管理者の指定につき議決を求めることについ

て（井口老人憩の家）、議第１３４号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（吉
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川老人憩の家）、議第１３５号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（西河原

老人憩の家）、議第１３６号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野田老人

憩の家）、議第１３７号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（安治老人憩の

家）、議第１３８号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（比留田老人憩の家）、

議第１３９号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（六条老人憩の家）、議第

１４０号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（八夫老人憩の家）、議第１４

１号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江老人憩の家）、議第１４２

号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江集会所）、議第１４３号指定

管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市野洲川河川公園）、議第１４４号指

定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市三上集楽センター）、議第１４５

号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江農機具保管庫ほか）、議第１

４６号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（菖蒲漁港ほか）、議第１４７号

指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市大型共同作業所）、議第１４８

号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市シルバーワークプラザ中主

ほか）、議第１４９号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲文化ホール

ほか）、議第１５０号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市総合体育

館）、議第１５１号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市中主Ｂ＆Ｇ

海洋センター）、議第１５２号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

市民グラウンド）、議第１５３号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲

市体育センター）、議第１５４号市道路線の認定及び廃止について、議第１５５号滋賀県市

町土地開発公社定款の変更について、議第１５６号滋賀県自治会館管理組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び滋賀県自治会館管理組合規約の変更について、議第１５７号滋

賀県市町村職員研修センターを組織する地方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村職員研

修センター規約の変更について、議第１５８号滋賀県市町村交通災害共済組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更について、議第１

５９号大津湖南地域広域市町村圏協議会の廃止について、議第１６０号人権擁護委員の推

薦につき議会の意見を求めることについて、議第１６１号野洲市北桜財産区管理会委員の

選任につき議会の同意を求めることについて。 

 以上であります。 

○議長（鈴木市朗君） 議件の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求めま
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す。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成２１年第８回野洲市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様には全員ご出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 本定例会におきましては、議決案件としまして、条例の制定４議案、条例の一部改正９

議案、条例の廃止６議案、平成２１年度補正予算６議案、その他の議案４０件の合計６５

件につきましてご審議をお願いするものでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず、議第９７号野洲市市民サービスセンター条例についてご説明申し上げます。 

 本条例は、現在の市役所分庁舎にあります市民窓口の機能を保持し、地方自治法第１５

５条第１項の規定による市長の権限事務を分掌させるため、同場所を野洲市市民サービス

センターとして名称等を定めるものであります。 

 なお、本条例は、公布の日から起算して６カ月を超えない範囲内において、現行の市民

サービスを維持していくことについて規定することとし、規則で定める日から施行するも

のであります。 

 議第９８号野洲市住民投票条例についてご説明申し上げます。 

 本条例は、野洲市まちづくり基本条例（平成１９年条例第２６号）第２２条第３項の規

定による、住民投票の実施に関し必要な事項を規定するものであり、住民の間または住民、

市議会もしくは市長の間に重大な意見の相違があり、住民の福祉に重大な影響を及ぼす市

政運営上の重要事項について、住民に直接その意思を問うものであります。 

 なお、本条例は、施行に伴う電算システムの開発経費が必要であり、財政健全化集中改

革プランの実行期間等を総合的に判断し、公布の日から起算して３年を超えない範囲内に

おいて、規則で定める日から施行するものであります。 

 議第９９号野洲市コミュニティバスの運行に関する条例についてご説明申し上げます。 

 本条例は、平成２２年４月から道路運送法第７８条第２項に規定する自家用有償旅客運

送を市が実施するため、運行路線、料金等、市のコミュニティバスの運行について制定す

るものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１００号野洲市路上喫煙等の防止に関する条例についてご説明申し上げます。 

 本条例の制定は、平成１５年５月に健康増進法が施行され、公共施設や劇場、飲食店な
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どの多くの人が集まる場所では喫煙が制限される中で、分煙や喫煙の受動対策が進んでい

ることから制定するものです。条例の内容につきましては、①路上喫煙による身体及び財

産の被害の防止、②健康への影響を抑制、③たばこの吸い殻投棄の防止を大きな３本柱と

しています。 

 なお、路上喫煙禁止区域や条例の趣旨について市民にお知らせする期間を考慮し、本条

例は平成２２年１０月１日から施行するものです。 

 議第１０１号野洲市役所の名称及び位置を定める条例の一部を改正する条例についてご

説明申し上げます。 

 本条例の改正については、合併後、本庁舎・分庁舎による行政運営を図ってきたもので

ありますが、一体的な行政運営を実施することにより、市民サービスの向上や利便性を高

める等、効率的な行政運営を進めるため、分庁舎にあります機能を本庁舎に移転すること

に伴う改正を行うものであります。 

 なお、本条例は、公布の日から起算して６カ月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行するものです。 

 議第１０２号野洲市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

についてご説明申し上げます。 

 本条例の改正については、市役所分庁舎を閉庁することに伴い、人事行政の運営状況の

公表場所を改正するものです。 

 なお、本条例は、公布の日から起算して６カ月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行するものです。 

 議第１０３号野洲市使用料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本条例の改正については、コミュニティバスの運行について平成２２年４月から道路運

送法第７８条第２項に規定する自家用有償旅客運送を実施するにあたり、利用者から収受

する対価を制定すること、野洲市歴史民俗博物館の入館料の市民無料化を実施するために

改正すること、また、公民館、中主ふれあいセンター、中主保健センター施設の廃止に伴

い、所要の改正を行うものであります。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１０４号野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例の一部を改正する

条例についてご説明申し上げます。 

 本条例の改正については、公民館は、市内全学区にコミュニティセンターを設置したこ
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とにより一定の役割を終えたこと、母子健康センター、老人福祉センターについては、施

設機能を移転することによりそれぞれの施設を廃止することに伴い、一部改正を行うもの

です。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１０５号野洲市文化ホール条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 中主保健センターの廃止に伴い、当該施設の施設管理をさざなみホール施設として位置

づけ、中主保健センターとさざなみホールを一体化し、貸館利用を実施することに伴い、

別表の改正を行うものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１０６号野洲市図書館条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、利用実態等をかんがみ野洲図書館分室を廃

止することにより、所要の改正を行うものです。また、図書館協議会の設置につき、根拠

法の追加及び図書館協議会委員の定数を変更するものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１０７号野洲市地域福祉センター条例の一部を改正する条例についてご説明いたし

ます。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、中主ふれあいセンターを公の施設としての

機能を廃止し、民間運営による地域福祉の拠点とするため、所要の改正を行うものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１０８号野洲市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例についてご説明申

し上げます。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、平成２２年度から中央公民館がコミュニテ

ィセンターやすとして機能するため、コミュニティセンターやすの位置を改正するもので

す。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１０９号野洲市保健センター条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げま

す。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、中主保健センターを野洲健康福祉センター

に統合することとしたことから、中主保健センターを廃止するものです。また、それに伴

い、第５条中主保健センター使用料をあわせて削除するものです。 
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 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１１０号野洲市公民館条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、公民館事業については、自主的な市民活動

及びコミュニティセンターの充実等により一定の役割を終えたため、中央公民館、中主公

民館を廃止するものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１１１号野洲市デイサービスセンター条例を廃止する条例についてご説明申し上げ

ます。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、現行の中主デイサービスセンター及び野洲

デイサービスセンターの運営形態について、指定管理者制度を採用せず民間経営に移行す

る見直しにより、野洲市デイサービスセンター条例を廃止するものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１１２号野洲市母子健康センター条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、母子健康センターで実施していた事業につ

いては野洲健康福祉センターや地域コミュニティセンターで実施していることから、野洲

市母子健康センターを廃止するものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１１３号野洲市老人福祉センター条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、老人福祉センターについては耐震強度が不

十分なため平成２２年３月末日をもって閉鎖し、その機能を野洲健康福祉センターに統合

することから、野洲市老人福祉センター条例を廃止するものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１１４号野洲市敬老祝金条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 

 財政健全化集中改革プランの検討に基づき、１００歳祝金、８８歳祝金について支給を

新たに要綱で定めることにより、柔軟な対応が可能となるよう本条例を廃止するものであ

り、１００歳祝金は１０万円を３万円に、８８歳祝金は１万円を５，０００円に見直しを

するものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 議第１１５号野洲市障害者共同作業所条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 

 野洲市ふれあい共同作業所については指定管理者制度により管理を行っておりますが、
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専門的職員の確保など、長期的視点から効果的・効率的な運営を図るため民間運営に移行

することに伴い、野洲市障害者共同作業所条例を廃止するものです。 

 なお、本条例は平成２２年４月１日から施行するものです。 

 続きまして、議第１１６号から議第１２１号までの平成２１年度野洲市一般会計補正予

算及び特別会計補正予算について概要をご説明いたします。 

 補正予算書１ページをご覧下さい。 

 まず、議第１１６号平成２１年度野洲市一般会計補正予算（第７号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７億８，９１８万９，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１９４億７，９６５万９，０００円とするものです。 

 次に、第２条の債務負担行為の補正については１０ページの第２表をご覧下さい。 

 今回の債務負担行為の補正については、今年度に完了する国営総合農地防災事業の野洲

川ダム及び国営造成土地改良施設整備事業の水口頭首工の整備費用に係る借入金の償還に

ついて、県及び関係５市の間で平成２２年度に繰り上げ償還することで協議が整ったため、

追加計上するものです。 

 次に、１２ページ、第３表地方債の補正については、主なものとして、法人市民税の減

収に伴う財源手当としての減収補てん債や野洲中学校の改築事業に充てる合併特例債など

で、総額で１５億２，１５０万円を追加するものです。 

 次に、歳出の概要についてご説明申し上げます。 

 総務費では、財産管理費の庁舎等改修事業費で、庁舎統合に係るコミュニティセンター

やすや中央公民館などの改修費を追加しようとするものです。 

 民生費では、障害者自立支援事業費で介護給付費や障害者自立支援緊急特別対策事業助

成金などを、生活保護費で受給者数の増加により保護費をそれぞれ増額するものです。 

 衛生費の予防接種事業費では、新型インフルエンザワクチン接種補助金を国の補助基準

に基づき追加計上しようとするものです。 

 土木費では、土地区画整理推進事業費で中畑・小篠原土地区画整理組合施工の区画整理

事業が市の助成なしで施工可能な見込みとなったことから、本年度分について全額を減額

するものです。 

 消防費の湖南広域行政組合消防事業負担金では、本年度の普通交付税の決定に伴う構成

団体の負担割合の調整により、増加分を追加負担するものです。 

 教育費の中学校費では野洲中学校の校舎改築工事等の施設整備費を、青少年教育費の学
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童保育所運営費では、野洲及び王の学童保育所を将来を見据えた対応ができるよう、規

模の拡大をすることに伴う設計委託の追加分をそれぞれ増額しようとするものです。 

 その他としまして、先の臨時会でお認めいただきました給与条例の一部改正分や人事異

動等による給与関係費の補正を計上しております。 

 一方、歳入については、市税では法人市民税で当初、対前年度の約６割減を見込んでお

りましたが、予想を超えて景気の回復が鈍く、大手法人の法人税額の確定による法人税割

の大幅な減収見込みから、２億７，４４２万６，０００円を減額しようとするものです。 

 次に、国庫支出金では、障害者自立支援費負担金、生活保護費負担金、野洲中学校の改

築による安全・安心な学校づくり交付金などを、県支出金では障害者自立支援費やインフ

ルエンザ接種補助金などを、財産収入では私有地の売払収入を、繰入金では財政調整基金

及び公共施設等整備基金繰入金を、市債では先ほど地方債の補正で申し上げましたとおり

それぞれ追加するものであります。 

 次に、１１１ページをご覧下さい。 

 議第１１７号平成２１年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

ては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７，６１７万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を４３億８，２５６万７，０００円とするものです。 

 歳出の主なものについては、保険給付費で、一般被保険者に係る医療費の急激な増加が

見込まれる影響で各保険給付費が大幅に不足する見込みであることから、その見込み額を

追加する一方で、制度改正により当該者が激減した退職被保険者に係る各保険給付費は当

初の見込み額よりも落ち込む見込みであることから、その見込み額を減額するものです。 

 老人保健拠出金では、拠出金額が確定したことから、事務費と合わせて不用額を減額す

るものです。 

 共同事業拠出金では、高額医療費の急増により拠出金額の増額が見込まれることから、

高額医療費共同事業拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金をそれぞれ増額するもので

す。 

 その他、職員給与費の補正を計上しております。 

 一方、歳入につきましては、国民健康保険税では、景気の低迷による課税所得の減少等

により減収が見込まれることから、一般被保険者及び退職被保険者等の合計で３，４２９

万円を減額するものです。 

 また、一般被保険者の保険給付費の増加及び保険税の減収により、大幅に財源不足が生
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じる見込みとなったことから、財政調整基金から９，０００万円を繰り入れようとするも

のです。 

 なお、これにより、当該基金の補正後の年度末現在高見込みは約３，０００万円となり

ます。 

 次に、１４３ページをご覧下さい。 

 議第１１８号平成２１年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２１万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を３億５，５７５万７，０００円とするものです。今回の補正は、人事異

動等による職員給与費の追加分を計上しております。 

 次に、１６１ページをご覧下さい。 

 議第１１９号平成２１年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）については、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５１７万１，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を２６億６，１９７万３，０００円とするものです。 

 まず、歳出については、保険給付費では、居宅介護サービス計画給付事業費及び介護予

防サービス計画給付事業費は、介護報酬の改定及び利用者の増加から、その不足見込み分

を追加するものです。 

 特定入所者介護サービス給付費では、認定者数が伸びたことにより、不足が見込まれる

ことから追加するものです。 

 その他、職員給与費の補正を計上しております。 

 一方、歳入については、保険給付費及び人件費の補正に伴う国支払基金、県及び市の法

定負担分の補正を計上しております。 

 次に、１８７ページをご覧下さい。 

 議第１２０号平成２１年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第２号）については、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７３１万２，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を２５億５，９４６万５，０００円とするものです。 

 まず歳出では、公共下水道事業費で、湖南中部流域下水道処理場の増設工事、改築更新

工事及び脱水機設置工について、事業の進捗と早期に配管のネットワーク化を図るため、

国の予算措置が受けられることもあり、本年度に前倒しして実施されるもので、湖南中部

流域下水道建設事業費負担金を追加計上するものです。 

 その他、公共下水道事業及び農業集落排水事業の消費税及び地方消費税並びに人件費の
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補正を計上しております。 

 一方、歳入については、主に流域下水道事業債を追加するものです。 

 続きまして、２１３ページをご覧下さい。 

 議第１２１号平成２１年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号）については、収益的

支出では第１款水道事業費用で人件費分を１，８３０万円減額し、資本的収入では、日野

川改修に伴う配水管の布設替えによる負担金及びライフライン機能強化等事業費補助金の

決定により８４０万円を追加し、資本的支出で人件費を１１１万６，０００円増額するも

のです。 

 以上、平成２１年度の一般会計及び特別会計の補正予算の提案説明とさせていただきま

す。 

 続きまして、議第１２２号財産の取得についてご説明申し上げます。 

 消防ポンプ自動車の購入につきましては、市消防団篠原分団、兵主分団の使用している

消防ポンプ自動車が購入後１８年を経過し老朽化しているため更新するものです。 

 去る１０月７日に執行した入札の結果、契約金額を３，５１７万５，０００円、契約の

相手方を株式会社斎藤ポンプ工業草津営業所所長・岡本毅と定め、物品購入契約を締結す

るため、地方自治法第９６条第１項第８号及び野洲市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 議第１２３号から議第１５３号の公の施設の指定管理者を指定することについてご説明

申し上げます。 

 地方自治法の改正により、本市では平成１８年４月から公の施設の管理運営に指定管理

者制度を導入いたしました。第１期目は平成２２年３月３１日を期限とする４年間を指定

管理期間として、対象となる施設ごとにそれぞれ指定管理者による適正な管理運営に努め

てまいりました。 

 今回、平成２２年度から５年間を第２期目としてその指定管理者を指定するにあたり、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

公の施設のうち、今回、指定管理者の指定の対象となるのは４４施設です。 

 なお、対象施設のうち、コミュニティセンターの７施設及びこどもの家の８施設につき

ましては指定管理期間を２年間とし、その間において今後の長期的な管理運営のあり方に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

 議第１５４号市道路線の認定及び廃止についてご説明申し上げます。 
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 日野川広域河川改修事業に伴い既存３路線の起終点が変わることから、一旦路線を廃止

し、新たに３路線を市道に認定する他、１路線を単独廃止すること及び開発の帰属を受け

た１路線を新たに市道に認定することについて、道路法第８条第２項及び第１０条第３項

の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 議第１５５号滋賀県市町土地開発公社定款の変更についてご説明申し上げます。 

 定款の変更につきましては、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町及び西浅井町

を廃し、平成２２年１月１日をもってその区域を長浜市に編入されること及び近江八幡市

と安土町を廃し、平成２２年３月２１日をもって近江八幡市が設置されること並びに土地

開発公社経理基準要綱の改正により所要の改正を行うことに伴い、公有地の拡大の推進に

関する法律第１４条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 なお、本定款の変更につきましては、それぞれ附則に定めております日から施行される

ものです。 

 議第１５６号滋賀県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び滋賀県自

治会館管理組合規約の変更について、議第１５７号滋賀県市町村職員研修センターを組織

する地方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村職員研修センター規約の変更について並び

びに議第１５８号滋賀県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更について、関連しますので一括してご説明申し

上げます。 

 本規約の変更につきましては、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町及び西浅井

町を廃し、平成２２年１月１日をもってその区域を長浜市に編入されることに伴い、各組

合を組織する地方公共団体数の減少等により規約を改正するため、関係地方公共団体が協

議することについて、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求めるものです。 

 なお、これらの規約の変更につきましては、それぞれ平成２２年１月１日から施行され

るものです。 

 議第１５９号大津湖南地域広域市町村圏協議会の廃止についてご説明申し上げます。 

 市町村合併の進展や少子高齢化の進行等により、広域行政圏施策の枠組みや役割の必要

性が希薄化し、平成２０年１２月２６日付総務事務次官通知により、本協議会の設置根拠

である広域行政圏計画策定要綱が平成２１年３月３１日をもって廃止されました。昭和４

６年度に発足した本協議会も、発足当初の３市４町からその後の合併で５市になるととも

に、現行の１０カ年計画の終期を迎えた今、国の通知が示すように、国及び県主導の枠組
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みにおいて地域振興を図る当初の役割は終えたものと判断し、平成２２年３月３１日をも

って本協議会を廃止するものです。 

 議第１６０号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについてご説明申し上

げます。 

 人権擁護委員の推薦につきましては、人権擁護委員８名のうち川端安徳さん並びに垣内

宏之さんの２名の委員について、平成２２年３月３１日をもって３年間の任期が満了する

ことに伴い、人権擁護委員の推薦をするものであります。今回推薦いたします川端安徳さ

んと垣内宏之さんは平成１９年４月１日から人権擁護委員としてご活躍いただいており、

温厚篤実な方で人権擁護委員として適任と考えております。つきましては、引き続き法務

大臣から人権擁護委員として委嘱されるよう推薦いたしたいと思いますので、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

 議第１６１号野洲市北桜財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについ

てご説明申し上げます。 

 現在の委員７名の任期が平成２２年１月２４日に満了となるため、去る１１月１５日に

行われた財産区の委員選考の結果を受け、青木一郎さん、関次男さん、後藤均さん、川口

達雄さん、相間芳和さん、後藤光子さん、野々村芳子さんの７名の方を委員に選任いたし

たいので、野洲市北桜財産区管理会条例第３条第１項の規定に基づき議会の同意を求める

ものです。 

 次に、健全化判断比率の変更についてご報告をさせていただきます。議案書の１４１ペ

ージをお願いいたします。 

 先の第５回議会定例会で報告いたしました平成２０年度決算における健全化判断比率の

４つの指標のうち、将来負担比率について、算定上の基礎数値のうち、本市の工業団地等

整備事業特別会計における地方債残高の取り扱い方を、現在、賃貸地となっていても当該

土地を売却したと仮定して、その売却相当額を収入見込額として控除した後の額をもって

算定するとの見解が総務省から示されたことにより、再計算いたしました結果、先に報告

いたしました１１８．５％から１３．７ポイント下がり、１０４．８％に変更することと

なりましたのでご報告いたします。 

 なお、変更後の比率も当然のことながら早期健全化基準の３５０％を下回っていること

を申し添えます。 

 以上、ご報告といたします。 
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 今回ご提案いたしました議案につきましてよろしくご審議をいただきますようお願いい

たします。 

○議長（鈴木市朗君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明１２月４日から１２月９日の６日間は議案調査のため休会したいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木市朗君） ご異議なしと認めます。よって、明１２月４日から１２月９日の

６日間は休会することに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。去る１２月１０日は午前９時から本会議を再開いたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。（午前９時４３分 散会） 
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